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○第３期医療費適正化計画におけ
る各都道府県の医療費目標及び適
正化指標【2023年度における各
都道府県での目標達成】

○年齢調整後の一人当たり医療費
の地域差【2023年度時点での半
減を目指して年々縮小】

○年齢調整後の要介護度別認定率
の地域差【2020年度末までに縮
減】

○後発医薬品の利用勧奨など、使用割
合を高める取組を行う保険者
【2023年度までに100 ％ 】
（実施保険者数/全保険者数。保険者
データヘルス全数調査（回答率96.6%）)

○重複・頻回受診、重複投薬の防止等
の医療費適正化の取組を実施する保険
者【 2023年度までに100％】
（実施保険者数/全保険者数。保険者
データヘルス全数調査（回答率96.6%）)

○認定者数、受給者数、サービスの種
類別の給付実績を定期的にモニタリン
グ（点検）するとともに、地域差を分
析し、介護給付費の適正化の方策を策
定した上で、介護給付費適正化の取組
を実施した保険者【2020年度末までに
100％】（実施保険者数/全保険者数。
保険者機能強化推進交付金等の評価
指標に係る実施状況として把握）

３３．地域の実情を踏まえた取組の推進

ⅰ．地域別の取組や成果について進捗管理・見える化を行うとともに、進捗の遅れている地

域の要因を分析し、保険者機能の一層の強化を含め、さらなる対応の検討

ａ．各都道府県において、第３期医療費適正化計画（2018年度から2023年度まで）に基づ

き、医療費適正化の取組を推進するとともに、国から示した医療費適正化計画のPDCAに関

する様式をもとに、各都道府県において、毎年度PDCA管理を行い、その結果を都道府県HP

に公表し、厚労省へ報告する。

b,第４期の医療費適正化計画にあわせ、第３期医療費適正化計画の進捗も踏まえ、都道府県

の意見を聴きながら、国と都道府県が一緒になって効果的なPDCA管理ができるよう、その

あり方等について、以下の観点も踏まえ、法制上の対応も含め、見直しに向けた検討を行う。

・計画期間中の年度ごとの医療費の見込みの設定及び改訂や、各医療保険制度における保険

料算定に用いる足下の医療費と医療費の見込みの照合などの毎年度のPDCA管理の在り方

・医療費の見込みを著しく上回る場合の都道府県の対応方法の在り方

・医療費の見込みについて、取組指標を踏まえた医療費を目標として代替可能であることを

明確化

・地域医療構想の実現（病床機能の分化及び連携の推進等）や医療の効率的な提供の推進の

ための目標（後発医薬品の使用割合等）など、適正な医療を地域に広げるための計画におけ

る取組内容の見直し

・適正な医療を地域に広げるために適切な課題把握と取組指標の設定や、取組指標を踏まえ

た医療費の目標設定を行っている先進的な都道府県の優良事例についての横展開

・高齢者医療確保法上の都道府県の役割

c.保険者協議会の機能強化を図るため、以下の観点も踏まえ、法制上の対応も含め、検討を

行う。

・保険者協議会の位置づけを見直し、都道府県が中心的な役割を果たしつつ、国が支援を行

うこと

・都道府県が行う都道府県計画の年度ごとの進捗や実績の評価について、保険者協議会の協

力を得ながら行うこと

d.後期高齢者支援金の加減算制度においては、2021年度から適用する指標について、 加入

者の適正服薬の取組を評価する指標を新たに追加する等の見直しを行い、引き続き、保険者

インセンティブ制度を着実に実施していく。

e. 国民健康保険の保険者努力支援制度においても、適用する指標について、引き続き地方団

体と協議の上、見直しを行い、保険者インセンティブ制度を着実に実施していく。
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